
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
便器本体と、該便器本体に設けられた便座支持部材と、該便座支持部材に支持された便座
と、該便座支持部材を昇降させる昇降装置とを有する便器設備において、

該昇降装置の便座支持部材を上昇させる動作を不
能とするための上昇禁止装置を備えたことを特徴とする便器設備。
【請求項２】
便器本体と、該便器本体に設けられた便座支持部材と、該便座支持部材に支持された便座
と、該便座支持部材を傾動させる傾動装置とを有する便器設備であって、

該昇降装置の便座支持部材を傾動させる動作を不
能とするための傾動禁止装置を備えたことを特徴とする便器設備。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、便座支持部材を上下動可能あるいは傾動可能とした便器設備に関する。
【０００２】
【従来の技術】
洋風便器の上面に設置された便座は、便座支持部材を介して洋風便器に対し俯仰方向に回
動自在に取り付けられている。
【０００３】
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この便座支持部材と洋風便器上面との間に尿などの汚れが染み込んで臭気の原因となり易
い。そこで、便座支持部材をガイド部材によって洋風便器に対し昇降装置によって上下動
可能とし、洋風便器の清掃時に便座支持部材を便座と共に上方に移動させるようにしたも
のが提案されている（特開平９－２８６１９号公報）。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
便座支持部材を単に上下動可能とした場合、便座に着座状態にあるときに上昇スイッチを
ＯＮとすると昇降装置に無理な力が加わり、故障をひき起すおそれがある。
【０００５】
本発明は、便座に着座状態にあるときの便座支持部材の上昇あるいは傾動を防止するよう
改良された昇降装置又は傾動装置付きの便器設備を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明（請求項１）の便器設備は、便器本体と、該便器本体に設けられた便座支持部材と
、該便座支持部材に支持された便座と、該便座支持部材を昇降させる昇降装置とを有する
便器設備において、 該昇降装置の便座支持部材を
上昇させる動作を不能とするための上昇禁止装置を備えたことを特徴とするものである。
【０００７】
かかる便器設備にあっては、便座が倒伏した状態にあるときに上昇禁止装置によって昇降
装置による便座支持部材の上昇を禁止し、昇降装置の故障を防止することができる。
【０００８】
本発明（請求項２）の便器設備は、便器本体と、該便器本体に設けられた便座支持部材と
、該便座支持部材に支持された便座と、該便座支持部材を傾動させる傾動装置とを有する
便器設備であって、 該昇降装置の便座支持部材を
傾動させる動作を不能とするための傾動禁止装置を備えたことを特徴とするものである。
【０００９】
かかる便器設備にあっては、便座が倒伏した状態にあるときに傾動禁止装置によって傾動
装置による便座支持部材の傾動を禁止し、傾動装置の故障を防止することができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下図面を参照して実施の形態について説明する。図１は本発明（請求項１，２）の実施
の形態に係る便座支持部材の昇降装置を備えた洋風便器設備の側面図である。
【００１１】
洋風便器本体１０の上面の後部にロータンク１２及び衛生洗浄装置１４が設置され、この
ロータンク１２及び衛生洗浄装置１４がロータンクカバー１８で囲まれている。このロー
タンク１２には電動フラッシュ装置１２ａが設けられている。
【００１２】
この衛生洗浄装置１４は、洗浄ノズル１４ａと、該洗浄ノズル１４ａに配管を介して接続
された温水源（例えば温水タンクや給湯配管）を有しており、このノズル１４ａに温水を
供給するライン上に弁が設けられ、必要に応じ該ラインにポンプが設けられる。なお、以
下この弁を衛生洗浄弁ということがある。
【００１３】
このロータンクカバー１８は、洋風便器本体１０に固定されたリヤカバー２２と、上下動
自在なフロントカバー２０とからなる。このフロントカバー２０に便座２４及び便蓋２６
が枢着されている。従って、この実施の形態では、該フロントカバー２０が便座支持部材
として機能している。
【００１４】
このフロントカバー２０の前面には、便座２４の起立を検知する起立検知センサ３０が設
けられている。この起立検知センサとしては、例えばリードスイッチを用いることができ
る。便座２４の先端側にマグネットを埋設しておき、便座２４が起立すると該マグネット
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がリードスイッチに接近し、便座２４の起立が検知される。なお、起立検知センサとして
は、便座２４の支軸に回動式のスイッチを設けてもよく、フロントカバー２０の下部前面
に光学センサを設け、便座２４が起立するとこの光学センサが便座２４を検知しなくなり
便座２４の起立が検出されるようにしたものを採用してもよい。この光学センサの代わり
にリードスイッチや静電容量スイッチ等を用いてもよい。
【００１５】
このフロントカバー２０は昇降装置２８によって上下動可能とされている。なお、このフ
ロントカバー２０は、リヤカバー２２の前縁から前方に延出したガイドプレート（図示略
）に案内されて上下動する。
【００１６】
この昇降装置２８としては、例えば、便器本体１０に固定され、上下方向に延在するラッ
クと、該ラックに噛合するピニオンと、該ピニオンを駆動するモータとを備えたものや、
油圧シリンダ、エアシリンダ等を用いることができる。
【００１７】
前記ロータンク１２の電動フラッシュ装置１２ａ、前記衛生洗浄装置１４及び昇降装置２
８を操作するためのリモコン４０がトイレルームの壁面に設けられている。なお、リモコ
ン４０はロータンクカバー１８など他の箇所に設けられても良い。ロータンクカバー１８
内には、このリモコン４０からの信号を受信して各装置を作動させる制御回路が設置され
ている。
【００１８】
このリモコン４０に設けられたフラッシュスイッチ４２を押すと、電動フラッシュ装置１
２ａが作動し、便器本体１０に対しロータンク１２から洗浄水が供給される。昇スイッチ
４４を押すと、昇降装置２８が作動してフロントカバー２０が規定高さの上昇限まで上昇
し、降スイッチ４６を押すとフロントカバー２０が下降限まで下降し、便器本体１０上に
載った状態となる。洗浄スイッチ４８を押すとノズル１４ａから人体臀部に向けて温水が
噴出し、停止スイッチ５０を押すとこの噴出が停止する。
【００１９】
この実施の形態にあっては、起立検知センサ３０が便座２４の起立を検知している場合に
限り昇スイッチ４４が押されることによりフロントカバー２０が便器本体１０から浮上し
、便座２４が倒伏状態にあるときには、昇スイッチ を押しても昇降装置２８が上昇作
動しないよう構成されている。これにより、便座２４に着座中に昇降装置２８が起動し昇
降装置２８が故障することが防止される。
【００２０】
上記実施の形態ではフロントカバー２０を上下動させる構成としているが、便座ボックス
等の便座支持部材を昇降させても良い。
【００２１】
請求項３，４の実施の形態にあっては、図２，３に示す傾動式便座ボックス７０が採用さ
れる。この便座ボックス７０は、便器本体１０の便鉢の後部側の上面に設置される。この
便座ボックス７０に便座７２と便蓋７４とが枢支されている。この便座ボックス７０内に
温水タンクやポンプ、弁、洗浄ノズル等よりなる衛生洗浄装置が設置されている。
【００２２】
この便座ボックス７０は、図３に示すチルト機構によって傾動される。このチルト機構は
、便器本体１０の上面に固定されたベース８０と、該ベース８０の上面に形成されたラッ
ク８２と、便座ボックス７０に設けられ、該ラック８２と噛合したピニオン８４と、枢軸
８８，９０によってベース８０と便座ボックス７０にそれぞれ端部が枢着されたリンク８
６とを備えている。ピニオン８４には減速機を介してモータ（図示略）が連結されている
。
【００２３】
図３の実線に示す状態にあっては、便座ボックス７０は水平となっている。モータによっ
てピニオン８４を正方向（時計方向）に回転させ、便座ボックス７０を前進させると、便
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座ボックス７０の前部側はリンク８６によって押し上げられ、図 の２点鎖線７０’で示
されるように前縁側が持ち上げられ、便座ボックス７０が傾く。
【００２４】
この傾動式便座ボックス７０の場合、リモコン４０の昇スイッチ４４を押すとモータが正
回転し、便座ボックス７０が傾き、降スイッチ４６を押すとモータが逆回転し便座ボック
ス７０が水平に戻る。
【００２５】
この実施の形態にあっては、この便座 が倒伏状態にあるときには昇スイッチ４４を押
しても便座ボックス７０が傾動しない。そして、便座 を起立させ、起立検知センサ３
０が便座 を検知しているときだけ昇スイッチ４４によって便座ボックス７０を傾ける
ことができる。
【００２６】
本発明では、フロントカバー２０や便座ボックス７０が上昇したり傾いたりしたときに、
フロントカバー２０や便座ボックス７０の下側の便器本体上面に液状洗剤を流出させる機
構を設けても良い。
【００２７】
【発明の効果】
以上の通り、本発明によると、便座が起立しているときだけ便座支持部材を上昇又は傾動
させることができ、昇降装置や傾動装置の故障が防止される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る洋風便器設備の側面図である。
【図２】傾動式の便座ボックスの斜視図である。
【図３】図２の便座ボックスの断面図である。
【符号の説明】
１０　洋風便器本体
１４　衛生洗浄装置
１４ａ　衛生洗浄ノズル
１８　ロータンクカバー
２０　フロントカバー
２２　リヤカバー
２４，７２　便座
２６，７４　便蓋
２８　昇降装置
３０　起立検知センサ
４０　リモコン
７０　便座ボックス
８０　ベース
８６　リンク
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

(5) JP 3551037 B2 2004.8.4


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings

